
企 経 第 9 5 号 

令和７年 10 月６日 

 

各 所 属 長 様 

 

経 営 課 長 

 

「静岡県週休２日推進工事（土木工事等）実施要領」等の改正について（通知） 

 

このことについて、別添のとおり令和７年９月26日付け建経技第232号及び第

233号により交通基盤部建設経済局技術調査課長から通知がありました。 

企業局においてもこれらの要領等の例によることとしているので、改正後の

要領等の適正な取扱いをお願いします。 

ただし、「静岡県週休２日推進工事積算要領」については下記のとおり対応す

るものとします。 

 

記 

 

１ 国が定める「水道施設整備費に係る歩掛表」により積算を行う工事について

も単価補正等の対象とする。 

 

２ 上記の場合においては、「土木工事標準積算基準書により積算する工事」を

「水道施設整備費に係る歩掛表により積算を行う工事」と読み替えるもの

とする。 

 

３ 令和７年 10 月１日以降に設計積算するものに適用する。 
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